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障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
１　福祉手当 １　障害児福祉手当

　　　月額　14,610円
２　特別障害者手当
　　　月額　26,860円

１　障害児福祉手当
　　　月額　14,610円
２　特別障害者手当
　　　月額　26,860円

同一(国の制度）

２　心身障害者
  （児）福祉金

１　受給資格 　本市に1年以上住所を有する身体障害者
　　　　　　 手帳・療育手帳所持者
２　手当の額 　年額　3,000円
(ただし、15年度分については見直しの予定）

１年以上住所を有する心身障害者
 福祉基金の運用利子で対応
・身障手帳１・２級　年額8,000円
　　　　　３級　　　年額7,000円
　　　　　４級　　　年額6,000円
　　　　　５・６級　年額5,000円
・療育手帳重度者　　年額8,000円

給付額の差異 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

３　難病患者見舞
　金

１  受給資格　厚生労働省指定の特定疾患及び心臓・腎
            臓の身体障害者手帳１級所持者
２  手当の額　　　年額　6,000円
(ただし、15年度分については見直しの予定）

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

４　障害児福祉
　手当

１　受給資格　在宅で、日常生活において、常時介護を
　　　　　　必要とする２０歳未満の重度心身障害児を
　　　　　　介護している保護者
２　手当の額　　　月額　1,000円

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

５　難病患者等年
　末特別一時金

１　受給資格　心臓・腎臓の身体障害者手帳３・４級所
　　　　　　持者等
２　手当の額　　　年額　3,000円
(ただし、15年度分については見直しの予定）

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

１　補装具の交付と修理
  ア　品目　車椅子、安全杖、松葉杖、ストマ、義手、
　　義足等

同左
実績なし

同一(国の制度）

２　日常生活用具の給付と貸与
　ア　対象　在宅の重度身体障害者
　イ　品目　特殊寝台、特殊マット、盲人用時計、点字
　　図書、体位変換器等

同左
実績なし

同一(県の制度）

３　更生医療の給付
　身体障害者の更生を促進するため、必要とする医療の
給付を行う。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

４　重度身体障害者住宅整備事業
　重度の障害者（児）の属する世帯に対し、台所・浴
室・便所・洗面所等の住宅設備の改善の費用を助成す
る。（所得制限あり）

同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

調整方針現　　　　　　　　況 課題

６　その他の心身
　障害者（児）援
  護施策

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

６　その他の心身
　障害（児）援護
　施策

５　身体障害者自動車運転免許取得費補助
　身体障害者が自動車運転免許を取得するための教習を
受ける場合、取得費用の一部を助成する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

６　身体障害者自動車改造助成
　重度の肢体障害があり、通勤等のため、自分で自動車
を運転する者に対し、改造に要した費用を助成する。
（所得制限あり）

同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

７　身体障害者更生訓練費支給
　身体障害者更生援護施設に入所している者のために必
要な費用を支給する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

８　在宅心身障害者短期入所事業
　身体障害者更生施設で重度身体障害者を一時的に保護
する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

９　心身障害者扶養共済制度の加入促進 同左
１２～１３年度実績なし

同一(県の制度）

10　身体障害者有料道路通行料金割引証の交付 同左
実績なし

同一(全国共通）

11　自動車税・自動車取得税減免申請のための生計同一
　又は常時介護証明

同左
実績なし

同一(国の制度）

12　放送受信料免除又は半額免除のための証明 同左
実績１件

同一(全国共通）

13　新居浜市心身障害者福祉センター
　身辺自立の心身障害者（児）に対し、作業訓練、生活
訓練等を行う。

現行のとおりとする。

14　身体障害者就職支度金支給
　身体障害者更生援護施設に入所している者のうち就職
等により自立する者に対して支給する。

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）

15　ホームヘルプサービス事業
　ア　対象者　重度の心身障害者のため独立して日常生
　　　　　　活を営むのに支障がある心身障害者や心身
　　　　　　障害児を抱えている家庭
　イ　内容　身体の介護、家事、相談及び助言
　ウ　利用者負担　１時間あたり250～950円

同左
１２～１３年度実績なし

同一(国の制度）



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

６　その他の心身
　障害（児）援護
　施策

16　重度心身障害者（児）タクシー助成事業
　ア　対象者　身体障害者手帳１・２級療育手帳Ａ級
　イ　タクシー券　一人年間250円×24枚の割引チケッ
　　ト交付

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

17　身体障害者デイサービス事業
　身体障害者手帳の交付を受けた者を対象に市内２ケ所
で実施。

　施設なし 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

18　重度心身障害者（児）医療費助成制度
　重度心身障害者 (児）が必要とした医療のうち保険給
付対象医療の自己負担分を公費で負担する。

  該当者なし 同一(県の制度）

19　ガイドヘルパー派遣事業
　重度の視覚障害者で外出に支障のある付き添いがいな
い者に対し、派遣する。

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

20　身体障害者更生援護施設等への入所 　身体障害者更生援護施設等への入所 同一(国の制度）

21　知的障害者更生援護施設等への入所・通所 　知的障害者更生援護施設等への入所・通所 同一(国の制度）

22　手話通訳者・要約筆記者の派遣事業
　身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等で必要と
する者に通訳者・筆記者を派遣する。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

23　声の市政だより、点字の市政だよりの発行事業
　視覚障害者への広報活動として、テープに録音した声
の市政だよりと重点記事を点訳した点字の市政だよりを
発行。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

24　福祉電話等の貸与
　外出がきわめて困難な障害者に貸与し、緊急連絡とコ
ミュニケーションを図る。

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

25　障害者生活支援事業
　障害者が地域社会で生活していくために福祉サービス
の利用援助や申請手続きの代行、介護の相談等を行う。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

26　小規模作業所 現行どおりとする。



障害者福祉事業

項目 新居浜市 別子山村
調整方針現　　　　　　　　況 課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

27　精神障害者ホームヘルプ事業 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

28　精神障害者ショートステイ 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

29　精神障害者グループホーム 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

７　知的障害者更
  生施設の整備の
  状況

 (1)名 　称　新居浜市立くすのき園
 (2)所在地　 新居浜市萩生1834-1
 (3)敷地面積　 7,465.96.㎡
 (4)構　　造　 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建て
 (5)建物面積　 2,017.98㎡
 (6)職員数　園長１名　副園長１名　係長３名
　　　　　　指導員20名　保育士４名　看護士２名
 　　　　　 栄養士1名 調理員６名　用務員３名
 　　　　　 夜間補助指導員６名 　 計　４７名
 (7)入所者数　男子３４名（内重度２７名）
 　　　　　   女子２６名（内重度１９名） 計 ６０名
　　　　　　　H.14.2.1現
 (8)出身地別　新居浜市５５名、西条市１名、
　　　　　　　伊予市１名、伊予三島市１名、
　　　　　　　宇摩郡土居町１名、周桑郡小松町１名

 現行どおりとする。

６　その他の心身
　障害（児）援護

　施策



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
１　施設整備の状
　況

①名　称　保健センター［健康推進課］
②所在地　庄内町四丁目７番１７号
③敷地面積　821.87㎡
④規　模　鉄筋コンクリート3階建て
⑤職員数
　健康推進課長(所長兼務)　1名
　副課長　　　　　　　　　1名
　係　長　　　　　　　　　4名
　保健師　　　　　　　　 12名
　栄養士　　　　　　　　　1名
　臨時･非常勤　　　　　　 6名
　　　　　計　　　　　　 25名

施設なし
（福祉センターにて保健事業実施）
（保健師１名）

①　在宅当番医制運営事業
　 項　目　　　　　内　　　容
 　診療科目　 外科、産婦人科
 　診療日　　 日曜・祝日・12月31日・１月1日～3日
 　受付時間　 午前9時から午後5時
   診療場所　 各医療機関
 　開設年月　 昭和45年11月(外科)昭和41年4月(産婦人科)
 　診療体制　 医師(医師会会員の医療機関による輪番
　　　　　　　制で実施)
 　委 託 料　 年額4,377,000(県補助 2/3)

①　在宅当番医制
　 項　目　　　　　内　　　容
 　診療科目　 内科、小児科 その他
 　診療日　　 日曜・祝日､1月1日～3日
 　受付時間　 午前9時から午後5時
   診療場所　 各医療機関
 　開設年月　 昭和52年4月
 　診療体制　 医師(医師会会員の医療機関による輪番
　　　　　　　制で実施)
 　委 託 料　 年額4,044,000(県補助 2/3)

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

②　休日夜間急患診療運営事業
　休日診療
 　 項目　　　　診療内容等
 　診療科目　 内科･小児科
　 診察日　　日曜・祝日・12月31日・1月1日～1月3日
   受付時間　 午前9時から午後5時
 　診療場所　 新居浜市医師会内科･小児科急患セン
　　　　　　　ター
 　開設年月　 昭和49年3月
  夜間診療
　 項目　　　　診療内容等
　 診療科目　 内科･小児科
 　診療日　　 月～土曜(日曜･祝日･１月1日～3日休診)
   受付時間　 午後8時から午後11時
 　診療場所　 新居浜市医師会内科･小児科急患セン
              ター
 　開設年月　 平成4年2月
○委託料 28,724,000円

②　夜間急患診療
　
 

  夜間診療
　 項目　　　　診療内容等
　 診療科目　 内科･小児科
 　診療日　　 月～土曜(日曜･祝日１月1日～3日・
　　　　　　　8月15・16日休診)
   受付時間　 午後8時30分から午後11時30分
 　診療場所　 宇摩地区急患医療センター（伊予三島
市）
 　開設年月　 平成50年４月
○委託料 平日４万円　土曜日５万円

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

現　　　　　　　　況
課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

２　救急医療体制



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

３　大島診療所 ①診療内容
   項目　　　　診療内容等
 　診療科目　 内科・小児科・外科
 　診療日　　 毎週火曜日・・内科　小児科
              毎週金曜日・・外科
   受付時間　 午後２時～午後４時
   診療場所　 大島診療所
   開設年月　 昭和６３年４月
 　維持管理　 年額 2,167,000円 (補助金含)

現行どおりとする。

４　無医村対策 別子山村における通院福祉バスの運行(月１回） 無医村地区の解消 別子山村の地域医療体
制の整備については医
師会等との調整に努め
るものとする。

５　精神障害者の
　医療保護入院

精神障害者の医療保護入院に際して、保護義務者や扶養
義務者のいないときは市長が入院同意をする。

精神障害者の医療保護入院に際して、保護義務者や扶養
義務者のいないときは村長が入院同意をする。

同一

６　基本健康診査
（個別）
（休日健診・一日
　人間ドック受診
　者は除く）

 対象者　４０歳以上
 時　期　８／１から１０／３１
 方　法　申し込み不要、健康手帳必要
 実施場所　市内委託医療機関にて実施
 周知方法　けんしんカレンダー及び市広報で周知
 委託料　８，９８１円
 個人徴収金 １，２００円
 老人医療受給者、生活保護・市民税非課税世帯は免除
 結　果　委託医療機関にて
※肝炎ウイルス検診
　対象者　40･45･50･55･60･65･70歳
　委託料　4,000円
　個人徴収金　500円

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

７　集団検診
　 基本健康診査及
　 びがん検診
  （胃・肺・結
    核・大腸・子
　　宮頸部）
  （基本健康診
    査(個別）・
　　一日人間ドッ
　　ク受診者は除
　　く）

 対象者　４０歳以上
 時　期　７月の日曜日（１日のみ）
 方　法　予約制
       　けんしんカレンダー及び市広報で周知
 委託料  　基本　…６，７２０円 　がん検診に準ずる
 個人徴収金　基本…９００円 　がん検診に準ずる
 場　所　保健センター
 結　果　全員に結果送付

　対　象　４０歳以上
　時　期　平日年１回
　方　法　予約制
　委託料　基本 …６，６４５円
　　　　　医師 …７０,０００円
　個人徴収金　なし
　場　所　福祉センター、村役場
　結　果　全員に結果送付

負担金の差異 合併時に新居浜市の制
度に統一する。（時期
については別子山村は
平日とする。）

８　一日人間ドッ
　ク（休日健診・
　基本健康診査受
　診者は除く）

 対象者　３５歳と４０歳以上
 時　期　４月から翌年３月までの月・土曜日
 内　容　基本健康診査内容、大腸がん
　　　 　胃・胸部レントゲン、肺機能検査
　　　 　腹部超音波、心電図、眼底検査、
　　　 　視力・聴力検査等

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

 方　法　予約制（１日１０人）
 周知方法　けんしんカレンダー及び市広報で周知
 委託料　２８，０００円
 個人徴収金　７，０００円
 場　所　新居浜ﾒｼﾞｶﾙｾﾝﾀｰ（保健センター３階）
 結　果　健診医師が指導

 

９ がん検診（
  胃・子宮頸部
  肺・乳 ）

 対　象　４０歳以上（胃・肺） ３０歳以上女性（子
宮・乳）
 方　法　けんしんカレンダー及び市広報で周知
 場　所　保健センター及び公民館
 委託料　胃…４，１００円 肺…読影５０５円、
　　　 　喀痰２，５７２円 子宮…３，４７０円、
　　　 　乳…９１５円
 個人徴収金 胃…９００円 肺…２００円、
　　　　　　喀痰５００円 子宮…６００円、
　　　　　　乳…３００円
 結　果 １ヵ月以内に有所見者に通知

対　象　４０歳以上（胃がん・肺がん）
　　　　５０歳以上男性　前立腺がん
　　　　１８歳以上　　　結核
場　所　福祉センター、村役場
委託料　胃…４，１００円 肺…読影５０３円、
　　　  前立線がん　…２，１００円
　
個人徴収金　無料

負担金の差異 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

 個別宇摩管内医療機関委託(１０月から１２月）
子宮ガン・乳がん３０歳以上女性
委託料　 乳・子宮頚部がん…６，６７４円
　　　　 子宮体部がん　　…９，６１４円

合併時に新居浜市の制
度に統一する。
（宇摩管内医療機関委
託は廃止）



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

10  大腸がん検診  対象者　４０歳以上
 時　期　 ８／１から１０／３１
 方　法　申し込み不要、健康手帳必要
 実施場所　市内委託医療機関で実施
 検査内容　便潜血検査２日法
 委託料　１，５６２円
 個人徴収金　５００円
 　　　　老人医療受給者、
　　　　 生活保護・市民税非課税世帯は免除
 結　果　委託医療機関で指導

７の集団検診時に実施
対象者　４０歳以上

実施場所　福祉センター

委託料　１，５７０円
個人徴収金　無料

負担金の差異 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

11  健康相談  対象者　４０歳以上
 場　所　保健センター、公民館、自治会館、老人福祉
         センター、総合福祉センター
 内　容　医師、保健師による健康相談
 　　　　栄養士による栄養相談
         血圧測定、検尿、体脂肪測定
 予定回数　年３００回程度
 基本健診後要指導者には通知し実施 住民の要望で実施
することもある

対象者　４０歳以上
場　所　福祉センター

内　容　保健師による健康相談

予定回数 　年１２回
電話相談随時

現行どおりとする。

12  健康手帳  対象者　４０歳以上
 発行場所　保健センター、公民館、
　　 　　　市役所、川東・上部支所

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。
（新居浜市の健康手帳
を配布）

13  健康教育  対象者　４０歳以上
 場　所　保健センター、公民館、自治会館、
　　　 老人福祉センター、総合福祉センター
 内　容　①集団健康教育 病態別、骨粗しょう症、高齢
         者
       　②個別健康教育 耐糖能異常（糖尿病予防）、
         高脂血症
　       ③介護家族健康教育
       　④出前講座 住民の要望にて実施

対象者　４０歳以上
場　所　福祉センター

内　容　①歯の健康教室（年２回）
　　　　　歯科衛生士謝礼38,000円
　　　　②生活習慣病予防健康講座（年２回）
　　　　③高齢者健康教室（年６回）

合併時に新居浜市の制
度に統一する。（事業
内容については、地域
性を考慮して調整す
る。）



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

14  在宅歯科訪問
  診療

 対象者　６５歳以上の寝たきり等で歯科医院への通院
       困難者
 場　所　対象者の自宅
 内　容　①歯科診療 　希望者は申し込みをし事前調査
                    後診療可能な人に歯科医が訪問治
                    療する

 

 　　  　②歯科相談 　歯科衛生士（非常勤）による訪
                    問口腔衛生指導
　　　　　　委託料
　           歯科医師１回１８，３２７円
　           補助者　１回　４，６８３円
             個人徴収金 医療保険（老人医療）適用
             予　定　 年１５０回程度
　                  （１人の治療回数６回程度）
             申請窓口　保健センター

 

15 訪問指導  対象者　老人保健法１９条に基づき、保健指導が必要
       な者及びその家族
 内　容　初回訪問は保健師が行い、訪問計画を立てて
　　　 専任の看護師（非常勤）に引き継ぎ訪問
 把握方法　健康診査の結果、介護福祉課等関係機関よ
　　 　　りの連絡
 個人徴収金　な　し

 保健師１名が、家庭を随時訪問し、老人等その家族に
対し保健指導を実施。

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

16 結核レントゲ
  ン検診

 対　象 １８歳以上の市民
 期　間　４月から翌年３月
 実施場所　公民館、老人福祉センター 保健センター
 個人徴収金　な　し
 方　法　申し込み不要 市広報にて周知
 結　果　異常者のみ通知

 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

合併時に新居浜市の制
度を適用する



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

17  女性健康診査
  （個別）

 対象者　１８歳から３９歳までの女性
 時　期　６／１から７／３１
 方　法　申し込み不要  市内委託医療機関にて実施
         けんしんカレンダー及び市広報で周知
 検診内容　血圧測定、検尿、中性脂肪、肝機能、腎機
         能、貧血検査等
 委託料　５，０２８円
 個人徴収金　６００円
 　　　　　　　　　　市民税非課税世帯は免除
 結　果　委託医療機関にて指導

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

18  骨粗しょう症
  検診

 対象者　２０歳以上の女性
 方　法　予約制 けんしんカレンダー及び市広報で周知
 内　容　超音波によるかかとの骨密度測定
 委託料　１，７１５円
 個人徴収金　 ４００円
 場　所　保健センター
 結　果　後日全員に通知

 対象者　３０歳以上の女性
 方　法　予約制 広報無線で周知
 内　容　超音波によるかかとの骨密度測定
 委託料　２，１００円
 個人徴収金　 無料
 場　所　福祉センター
 結　果　後日全員に通知

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

19  食生活改善推
  進員教育事業
 （ボランティア講
   座）

 対象者　市民
 方　法　市広報にて希望者募集
       　栄養や生活習慣病予防について学ぶ
 募集人員　３０人程度
 場　所　保健センター
 個人徴収金　 な　し
 卒業後食生活改善協議会に入会し、活動することが目
 的

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

20  食生活改善地
  区組織活動事業

 対象者　市　民
 内　容
　①親と子の料理教室 小学高学年生に料理への関心を
                   促す。各小学校ＰＴＡに協力依頼
　②食生活改善推進協議会支援
　　 個人徴収金　な　し

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

21  健康都市づく
  り推進員育成事
  業

 対象者　市　民
 目　的　行政と地域を結ぶ健康づくりの地域リーダー
　　　 として活躍できる人の育成及び健康づくりにつ
       いて啓発
 健康都市づくり推進員として委嘱
 任　期　２年間

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

22  乳児相談  ４か月児健康相談
　 回数　月２回　年２４回
 　場所　保健センター
 　案内　対象児に通知
 １０か月児健康相談
 　回数　月２回　年２４回
 　場所　保健センター
 　案内　対象児に通知

乳幼児健康相談
　回数　年３回
　場所 　保育園
　その他　電話相談随時

現行どおりとする。

23 幼児健診  １歳６か月児健康診査
 回数　月１回　年１２回
 場所　保健センター
 案内  対象児に通知
 内容　内科・歯科健診・計測他
 ３歳児健康診査
 回数　月１回　年１２回
 場所　保健センター
 案内　対象児に通知
 内容　内科・歯科健診・計測・尿検査他

個別医療機関委託
　妊婦健康診査、乳児健康診査
個別医療機関委託（指定医療機関）
　１歳６ヶ月健康診査、３歳児健康診査

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

24 母子健康手帳
  交付

 交付場所　保健センター・市役所市民課 　上部支所・
           川東支所
 同時交付書類 　妊婦一般健康診査受診票
                乳児一般健康診査受診票

　交付場所　役場

　同時交付書類 　妊婦一般健康診査受診票
                 乳児一般健康診査受診票

同一

25  ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ教室  回　数　年５コース（１コースは３日）
 対象者　主に初妊婦
 内　容　保健師・栄養士による保健指導及び調理と沐
       浴実習
 　　　　先輩ママとの交流会他

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

26 ２歳児アンケー
  ト

 郵送回数　月１回　年１２回
 対象者　２歳０か月児
 内　容　往復はがきを用いた発育発達の状況調査

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

27  経過観察児
  フォローアップ
  教室
 (にこにこクラブ)

 回　数　月１回
 場　所　保健センター
 対象者　１歳６か月児健康診査等の経過観察児
 内　容　遊びを通じて発達援助の場を設ける
         ケース検討会を年３回開催

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

28  離乳食講習会  回　数　年３回
 場　所　保健センター
 対象者　生後５か月までの児を持つ家族及び妊婦
 内　容　栄養士による離乳食の進め方について講義
       と調理実習

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

29  新生児訪問  回　数　週４日　１日４家庭程度
 内　容　専任看護師（非常勤）による家庭訪問

保健師１名が、家庭を随時訪問 現行どおりとする。

30  予防接種
  （集団接種）
（１）急性灰白髄
    炎
（２）ツ反・ＢＣ
　　Ｇ

 予防接種・結核予防法に基づく
 実施場所　保健センター・各公民館１３会場
 実 施 月　５月・１０月
 委 託 料　35,331円×60回佮 2,120,000円
 実施場所　保健センター
 実 施 月　おおむね月１回
 委 託 料　35,331円×60回佮  2,120,000円

実施場所　最寄の小児科へタクシー無料送迎
種　別　ツ反、ＢＣＧ、ポリオ生ワクチン
委託料　ツ反　　　　　　　４，０００円
　　　　ＢＣＧ　　　　　　６，０００円
　　　　ポリオ生ワクチン　４，０００円
実施回数ツ反、ＢＣＧ　小中学生　年１回
　　　　　　　　　　　乳児生後３ヶ月
　　　　ポリオ生ワクチン　年２回

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

31 予防接種
  （個別接種）
（１）三種混合
（２）日本脳炎
（３）麻疹
（４）風疹
（５）高齢者ｲﾝﾌﾙｴ
      ﾝｻﾞ

 予防接種法・結核予防法に基づく
実施場所　４７委託医療機関
生後３か月頃、予防接種手帳を送付
（無料接種券配布 ただし、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞは除く。また、生
活保護世帯のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞは免除）
 委 託 料 　 三種混合（Ⅰ期）3,026円
 　　          〃　　（Ⅱ期）3,110円
          　 日本脳炎（幼児）3,805円
          　　 （児童・生徒）3,110円
          　 麻疹　　　　　　5,001円
          　 風疹（幼児）　　3,805円
          　　　 （生徒）　　3,110円
             ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ （高齢者）3,700円
個人徴収金　　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ1,000円

 個別医療機関委託 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

32  救急医療対策
　協議会

 新居浜市救急医療対策協議会
休日・夜間の急病患者の医療を確保し、救急医療体制の
確立を図る。

 宇摩地区救急医療対策協議会
休日・夜間の急病患者の医療を確保し、救急医療体制の
確立を図る。

所属する協議会が違う 宇摩地区救急医療対策
協議会を脱会する。

33  新居浜市保健
  センター運営委
  員会

 保健センター設置及び事業の円滑な推進の協議を図
る。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。



保健事業

項目 新居浜市 別子山村
現　　　　　　　　況

課題

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針

34  新居浜市健康
  都市づくり推進
  委員会

 市民の健康を守る都市づくりに関する事業の調査研究
及び推進を図る。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

35  健康都市づく
  り推進協議会

新居浜市健康づくり推進協議会
　市民の健康増進に努めるための、健康都市づくりを市
民的課題とし推進を図る。

合併時に新居浜市の制
度を適用する。

36 新居浜市在宅
  歯科訪問診療連
  絡協議会

 在宅歯科訪問診療事業の円滑な推進を図る。  合併時に新居浜市の制
度を適用する。

37  新居浜市母子
  保健連絡協議会

 子どもが健やかに生まれ育つ社会の実現に向け、母子
保健福祉行政を推進する。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

38  新居浜市経過
  観察児フォロー
  アップ事業 ケー
  ス検討委員会

 幼児健診等において、経過観察を必要とするケース等
を対象に発達援助の場 を設け、必要な指導及び助言を
行う。

 合併時に新居浜市の制
度を適用する。

39  予防接種健康
　被害調査連絡協
　議会

 感染症予防対策として実施する予防接種業務の円滑実
施を図る。（新居浜市予防接種健康被害調査連絡協議
会）

 感染病予防対策として実施する予防接種業務の円滑実
施を図る。（別子山村接種健康被害調査連絡協議会）

所属する協議会が違う 合併時に新居浜市に統
合する。



参 考 資 料 ４２
別子山村の電気供給事業の現状等について

１ 事業主体

宇摩郡別子山村甲２２８番地

愛媛県宇摩郡別子山村森林組合

出資金１２，２２５千円（村が３，６００千円を出資）

職員数 電気部門４人、燃料部門１人、事務２人

２ 施設の概要

（１）電気工作物

（ア）発電設備

○ 小美野発電所（１０００ｋｗ）

所在地 宇摩郡別子山村小美野

最 大 常 時

出 力 １，０００Ｋｗ ２００Ｋｗ

使用水量 １．３２ /s ０．３７０ /s? ?

落 差 ９６．９ｍ ９９．５ｍ

発電開始 昭和３４年１０月１日

そ の 他 発電用水の取水は、銅山川本流床鍋地点の愛媛県設置の貯砂ダム

を利用して取水し、途中５カ所の渓流からの取水を合わせて水槽に

導き、発電後銅山川に環流している。

○別子山発電所（７１ｋｗ）

所在地 宇摩郡別子山村瀬場

最 大 常 時

出 力 ７１Ｋｗ ３６Ｋｗ

使用水量 ０．０９７４ /s ０．０４８３ /s? ?

落 差 １０３ｍ １０７．２ｍ

発電開始 昭和３０年１月２１日

そ の 他 発電用水の取水は、銅山川小支瀬場谷の水利を利用、別子山村

で最初に建設された発電所である。

両発電所の発生電力は村内一円に配電し、点灯需要及び製材等の動力需要に供給

している。

また、深夜及び豊水期の余剰電力は、住友共電（株）に売電して利用率を高める

とともに、系統連携による電源の信頼性向上を図っている。

（イ）送電線設備（２万ボルト、線路亘長約９ｋｍ）



（ウ）配電線設備（３千ボルト、線路亘長約１９ｋｍ）

（２）水路工作物

取水口～水車を含め放水口（導水路亘長 小美野約３ｋｍ、別子山５８０ｍ）

（３）一般需要家 引込設備（戸数名義３１５戸、線路亘長約１０ｋｍ）

屋内設備（勘案による平日負荷約２７０ｋｗｈ、深夜約７０ｋｗｈ）

３ 主事業

（１）組合員（需要家）への電力供給

（２）余剰電力売電

（３）一般屋内配線工事

（４）送配電線工事（移転補償費による）

４ 別子山村の電気供給事業等の経緯

昭和１６年頃まで 別子山村地区は無灯火（一部筏津地区の鉱山関係者のみ住友鉱山関

係から電気供給されていたと思われる）

昭和１７年 鉱山から全村に配電される

昭和２７年 ４月 別子山（瀬場）発電所建設計画

〃 ６月 水利使用許可を得る

昭和２７年１２月 別子山村土地改良区設立（発電の事業主体とするため）

昭和２９年 １月 別子山（瀬場）発電所 一部発電開始

昭和３０年 １月 別子山（瀬場）発電所 ７１Ｋｗで発電開始

昭和３２年１２月 別子山村森林組合を設立、事業主体を別子山村土地改良区から移管

し、小美野（最大出力１０００Ｋｗ）及び保土野（最大出力３０Ｋ

ｗ）の両発電所建設を計画

昭和３３年 ３月 小美野及び保土野発電所建設工事着手

昭和３４年１０月 小美野発電所発電開始

昭和３７年 保土野発電所開始

昭和４６年 ６月 保土野発電所休転

昭和５１年 ９月 保土野発電所台風１６号及び１７号により施設損壊する

昭和５６年 ３月 保土野発電所廃止（昭和５６年３月３０日以降）

現在に至る



消防業務

項目 新居浜市 別子山村
１　組織体制 ・消防本部　　　　　　　　　　総務警防課

　　　　　　　　　　　　　　　予防課
　　　　　　　　・北消防署　　消防課
　　　　　　　　　 　　　　　 川東分署
　　　　　　　　・南消防署　　消防課

宇摩地区広域市町村圏組合消防本部

２　消防署 　消防署所数　３ 宇摩地区広域市町村圏組合消防本部の嶺南分遣所が対応

３　人員 ・警防要員　　　５６人　　（H14.4.1現在）
・通信員　　　　　７人
・司令長等　　　１８人
・救急隊員　　　　９人
・予防要員　　　１２人
・庶務等の職員　１４人

・嶺南分遣所 　９人（所長を含む）
・宇摩広域組合消防本部から応援　２人

４　火災発生件数 出火件数　（平成13年）
　建物　３９件
　林野　　１件
　車両　　２件
　その他　３件

出火件数　０件（平成13年）

５　救急・救助 救急出場件数　（平成13年）
・火災９　水難２　交通事故７３７　労働災害３６
　運動競技１８　一般負傷４６１　加害３８
　自損行為３８　急病２，２８６　その他３４３

救急出場件数　（平成13年）
・一般負傷６　急病７

６　消防車両等 ・消防ポンプ自動車７台　＜消防団＞
・はしご自動車　　２台　　消防ポンプ自動車２３台
・化学消防車　　　２台　　積載車　　　　　２３台
・救急自動車　　　５台　　小型動力ポンプ  ２０台
・救助工作車　　　２台
　　　計　　　　１８台
・広報自動車等　１１台

・消防ポンプ自動車１台　＜消防団＞
・救急自動車　　　１台　　積載車　　　　　４台
・消防搬送車　　　１台　　小型動力ポンプ　８台

７　消防水利施設 消防水利施設　（H14.4.1現在）
　・消火栓　　　　  ２，１１３
　・防火水槽　　　　　　４０２
　・その他　　  　　　　１４８
　・住友関係企業構内　　９５９

消防水利施設　（H14.4.1現在）
　・防火水槽　　　　　　７
　・その他　　  　　　　１

当面、現行どおりとす
る。ただし、防火水槽
の整備については、新
市建設計画に基づき計
画的に実施する。

別子山村区域内の消防
業務のうち災害対応に
ついては、合併時まで
に、宇摩地区広域市町
村圏組合と事務の委託
について協議を行うも
のとする。

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題



消防業務

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

８　防火対象物 政令防火対象物　（H14.4.1現在）
・政令第１条対象物　　　８５７
・政令第６条対象物　３，０６９
立入検査実施数（H13年実績）
・政令対象物　１，１００
・一般対象物　　　３６８

政令防火対象物　（H14.4.1現在）
・政令第１条対象物　　３
・政令第６条対象物　１９

９　危険物関係 危険物製造所等設置許可数　（H14.3.31現在）
・製造所　　４２
・貯蔵所　９４６
・取扱所　３３０
危険物関係事務処理　担当課：予防課
・手数料の徴収を要する申請等　　５６９件（H13年度）
・手数料の徴収を要しない申請等　４３２件（H13年度）

危険物製造所等設置許可数　（H14.3.31現在）
・貯蔵所　１
・取扱所　１

事務処理は合併時に新
居浜市の制度に統一す
る。

10　石油コンビ
　ナート等

第１種事業所　５（H14.4.1現在）
第２種事業所　４

11　火薬類の消費
　認可

消防本部総務警防課にて事務処理 別子山村総務課にて事務処理
　３件（H13年実績）

合併時に新居浜市の制
度に統一する。

12　建築同意 建築同意件数　３９５（H13年実績） 建築同意件数　なし（H13年実績） 合併時に新居浜市の制
度に統一する。

13　消防通信施設
　等

・消防緊急通信指令施設
・災害情報伝達装置（CATVｲﾝﾌｫ新居浜システムを活用）
・有線ロボット気象計
・衛星系防災行政無線装置
・広域災害、救急医療情報システム
・消防無線機
　(1)基地局１（無線機５）
　(2)陸上移動局　車載７４（内消防団４６）
　　　 　　　　　携帯２４（内消防団　０）
　　　　 　　　　可搬　１（内消防団　１）

・衛星系防災行政無線装置
・消防無線機
　(1)基地局１
　(2)陸上移動局　車載３（嶺南分遣所）
　　　 　　　　　携帯４（嶺南分遣所）
　

宇摩地区広域事務組合
との通信指令システム
や消防無線の整合性。

当面、現行どおりとす
る。ただし、消防緊急
通信指令施設及び無線
中継局等通信施設の整
備については、新市建
設計画に基づき計画的
に実施する。

14　消防団詰所及
　び車庫

１６分団　　２３カ所 ３分団　　４カ所 当面、現行どおりとす
る。ただし、消防団詰
所の整備については、
新市建設計画に基づき
計画的に実施する。



消防業務

項目 新居浜市 別子山村

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　調　査　表

調整方針現　　　　　　　　況 課題

15　防火団体等 ・新居浜市危険物安全協会（会員数１９１事業所）
・新居浜市防火管理協会（会員数３９４事業所）
・新居浜市幼少年婦人防火委員会
・新居浜市幼少年消防クラブ運営協議会
・新居浜市幼年消防クラブ（保育園幼稚園３３クラブ）
・新居浜市少年消防クラブ（小学校等１３クラブ）
・新居浜市婦人防火クラブ運営協議会
・新居浜市婦人防火クラブ（１２クラブ）
・新居浜市消友会（会員数１４１名）
・新居浜市消防連絡協議会

・別子婦人防火クラブ
・宇摩地区消防連絡協議会

合併時に新居浜市の制
度に統一する。


